
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域の絆づくり事業」の推進体制 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地域の絆づくり事業」の実施状況 

 
 
24 年度 
 

 
相良・片浜・地頭方・川崎・細江地区津波防災まちづくり計画の作成 
坂部地区まちづくり計画の作成（25年度から計画を実行中） 
 

 
25 年度 
26 年度 
 

相良・萩間・牧之原地区まちづくり計画の作成（27年度から計画を実行） 

 
27 年度 
 

 
片浜・菅山・地頭方・川崎・細江・勝間田地区まちづくり計画の作成 
（26年度から計画策定の準備） 
 

 

ﾃﾝ 

※⑩は、市内 10 の小学校区ごとに置く｢地区

自治推進協議会｣と｢発展｣を表している。 
 ﾊｯﾃﾝ 
「発⑩まきのはら」と呼ぶ 

※まちづくり活動支援組織 

（まちづくり協働ファシリテーターで構成） 

牧之原市自治会地区長会 

※地区長会に所属（牧之原市自治会地区長会会則第１１条） 

《主な仕事》 

 ・地区自治推進協議会の諮問について応じ、地区の自治のあり方や地域づくり
について、調査、審議及び研究を行い答申する。 
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地域の絆づくり事業推進委員会 

・・・・・・ 諮問 答申 
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